
30歳代の女性の就業率は、改善はみら
れるものの、平成22年現在国および滋賀
県の数値を下回っており、潜在的希望が
あるものの就業できない女性が多く存在
する。

地域の実情と課題

守山市企業内人権教育推進協議会等の
企業関係団体

連携団体

講座受講により、女性活躍推進法や本市
の条例等を初めて知った市民や企業が存
在するため、今後も継続して意識の向上を
図る必要がある。

今後の課題

女性の活躍推進やキャリアアップへの気
運醸成を図った。（参加者総人数：57人）
企業において、女性の参画やワーク・ラ

イフ・バランスに対する理解が進み、女性
の就労環境の改善等への契機となった。

事業の効果

女性の活躍推進実践講座事業【滋賀県守山市】

少子高齢化により、労働力人口の減少が
見込まれている中、女性の活躍推進およ
びその推進を図るために必要なワーク・ラ
イフ・バランス（男性の家事・育児参加を含
む）等の事業を開催し、市民啓発および実
践を促進するもの。

目的・目標

守山市男女共同参画推進条例（平成27年
３月制定）に規定する女性の活躍推進を
具現化するため、再就職や起業を検討す
る女性を対象に事業を実施。

事業の特徴



事業の概要

当日の写真

ゼミナール（市民対象）

講演会（企業対象）

募集案内
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